
 

議案第７号 

 

   狭山市立博物館条例の一部を改正する条例 

 狭山市立博物館条例（平成２年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

 第４条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「館内整理日（」の次

に「７月及び８月を除いた」を加え、同号を同条第３号とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

  平成２７年２月１９日提出 

 

          狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立博物館の利用者の利便性の向上を図るため、休館日の規定を改めるととも

に、同施設の管理を指定管理者に行わせるため、所要の改正をしたいので、この案を

提出するものである。 


